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ナチス後期における労働政策と

その実態に関する社会史的考察

- 1938年 6 月から1939年前半期まで -

矢 久

第 1 節 は じ め に
第 2 節 ナ チ ス . ドイツの経済的7?軍備の統言十

的考察
第 3 節 1938年 6 月以降のナチス労働政策の特 

徴
第 1 項 r部分的労務義務制J か ら 「全般的 

労務義務制J へ 
'第2 項 r賃金構成令j

第 4 節 1938年 6 月以降の労働政策の宾態とそ 

の成果
第 1 項軍需部門における労働配置状況 
第 2 項鉄•金属業ならびに建設業におけろ 

. 労 働 配 置 状 況 .

第 3項鉱業における労働配置状況 
第 4 項賃☆水準の動向 
第 5 項デチス労働政策の実態，その一般的 

考察
第 5 節結論的考察

第 1 節 は じ め に

前 稿 rナチス後期における労働政策とその突態に関 
するネJ：会史的考察—— 1936年秋から1938年 6 月まで 
—— において, 筆者は，I936年秋から1938年 6 月に 
至る時则に限定して，ナチス労働政策の特質とその実 
態の分析を行なった。そこで示されたように，経済的 
W 軍 備 .戦fト準備の遂行という経済政策の方向転換に 
対応して，労働政策は， [労働市場への意図としての 
間接的統制J という性格を付ニされるととになった。 
しかし，その獎態、をみてみるならぱ，（1)経済的ぽsp俯 
に衆急に必要な全属労働者，建設專労働者が充分に

確保されなかったばかり力、，.(2)政策意図に反して，労 
働カ植保が， 英上,.個別資本と労働者との個別的契 
約関係に従厲させられ，まさにそのことによって，（3) 
部門別•部門間の労働移励が無計画的に進行し，さら 
にそれに対応して，（4) I■誘惑貧金」によって労働者の 
賃を収入が無計画的かつ飛躍的に上昇し，（5)以上の如 
き労働力的侧面における諸結果ばかりか，労働者の糖、 
度におけるネガティヴな反応も生じてくるに至ったの. 

である。かかる諸現象の中で，r完全ファシズムJ あ 
るいは律三帝国の爛熟期において，諸権力染団の権力 
鬪争が先鋭化してくることにもなったのである。

本研究ノ一 トの課題は，前研究ノー トに引き続いて， 
1938年 6 月以降のナチス労働政策の特質とその実態と 
を分析し，、、かなる点でナチス労働政锐の政策内容が 
変イ匕したのか，その特質は何かを解明し，同時に，労 
働政策の変化によってその実態はどのように変化した 
のかを分析することにある。対象時期は1939年前半期 
までに限定される’。 い わ ゆ る r戦争経済☆ 」，第二次 
大戦直前ならびに大瞧中の労働配置状況につレ、ては， 
稿を改めて分析すろことにしたい。

本論を始めるに際し，本研究ノ一 トの社会史的考察 
の意味について若干の説明をしておきたい。ここでの 
社会史的考察は，もちろん社会史そのものを意味して 
V、るわけではない。最近の西独の社会史が新しいパラ 
ディグマを求めて"Sozialgeschichte"もさらに押し進 
め，"Gesellschaftsgeschichte"として，全体を,志向す 
る総体的な社会の歴史を目指し, 鹿お的社会■学とし 
て総体学を構養しようとしていることは周知の2 実で 
あろう。筆者は，かかる西独社会史研に贊意をます 
るものの,‘そこには全体志向が強いあまり， 社会史 
(Soiiialgeschichte)特有の対象領域が喪失してゆく

注（1)8*5^111学会雑誌J 70逸6 号 （197?部12月）所収„
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危除性があると考えている。総体的な社会史を志向し 
ながらも，あくまで社会史固有の対象領域を明確にし， 
研究作業を続けてゆくことが必要であろう。

前稿ならびに本稿で筆者が行なっていろ作業は，ナ 
チス経済政策との関係においてナチス労働政策の特質 
を究明するというヨリ総体的な観点から出発しながら， 
労働政策の実態というヨリ具体的なレヴcnルに向かっ 
ているが，卖は社会史はその先にある。総係としての 
社会史という認識上の端緒を導きの糸としながら，労 
働者の作業場内での具体的な労働様式，労働者の経済 
的 •社会的存在様式，それと対応した政治的•社会的 
意識の具体的分析が，社会史の固有の出発点となる。 
そこから，地方史ならびに産業史という経路を経て， 
冉び総体としての社会史に行きつくことになる。した 
がって，本稿が行なっている作業は社会史そのものを 
意味するものではなく，本格的な社会史研究に向かう 
準備作業であるということが明らかとなろう。 この作 
業は， ドキュメントに現われたかぎりでの,全国レヴ 

ルでの労働政策ならびにその実態の特質を整理する 
ことにあり，それによって，第二次世界大戦に突入す 
る以前のナチス. ドイツのはらむ•■社会的矛盾J の一  

側面の社会史的条件が解明されるであろう。

第 2 節ナチス•ドイツの経済的 

再軍備の統計的考察

表 （1 ) G. N. P. と軍事支出

年 G. N. P. 私 的 消 費 取 事 支 出
(Mrd.RM) (Mrd.RM) rMrd.RM)

1929 89 64 72% 0.8 1%
1932 58 47 81 0,8 1

1933 59 46 78 し9 3

1934 67 50 75 4.1 6

1935 74 53 72 6.0 8

1936 83 56 65 10.8 13

1937 93 61 64 11.7 13

1938 105 62 59 17.2 17

1939、デォ 130 71 54 30.0 23

1940 11
r ス 
ント

141 68 48 53.0 38

1941 152 65 43 71.0 47

1942
ラy 
ンア 165 61 37 91.0 55

1943 ド•
含ズ 184 61 33 112.0 61

(Berenice A. Carroll, Dcseign for Total War.

Arms and Economics in the Third Reich, Den Haag 
1968, p ,1ね，186.

本稿の具体的叙述を開始すろにあたり，統計に現わ 
れたかぎりでのナチス. ドイツの経済構造を概観し， 
経済的！PII傭がどの程度進行していたのか，それに対 
£̂；して労働カがどの程度，基幹部門. 軍需部門に集中 
したのか，を確認しておこう。
H まず表(1)をみると，私的消費は1933年から1938 

年の間に絶対額としては160億R M 増加しているが， 
G N Pに占める割合は，1933年の78%から1938年の59% 

へと低下している。それに対し，車事支山は,絶対額で 
は19廣R M から1ア2億R M へと増加し，G N P に占める割 
合では，3 % から!7% へと增加し，とりわけI936年以降 
の増加が著しいことが確認できる。本稿では対象とな 
らなかった1939年以降はこの傾向はさらに激化し，19 

41年には，軍事支出が私的消費を上廻るに至っている。
表 （2 ) 政府支出と軍事支出

年 政府支出総額 
(Mrd.RM)

軍事支出 
(Mrd.RM)

その他の支出 
(Mrd.RM)

1929 13.1 0.8 12.3

1933 8.9 1.9 7.0

1934 • 12.6 4.1 8.5

1935 14.1 6.0 8.1

1936 17.3 10.8 6.5

1937 21.4 11.7 9.7

1938 32.9 17.2 15.7

(Carroll, op, cit., p. 187)

この軍事支出の増加を政府支出との関速でみると，表
(2)から，193^年には政府支出総額89德R M のうち，’軍 
事支出が19億RM, 21 % であったのに対し，1938年に 
は 事 支 出 は 172億R M に増大レ，政府支出総額329億 
R M の52%を占めるに至っていることが明らがとなる。
C：：).かかる車事支出の飛躍的増大は，投資構造にも 

反映している。ま(3)が示すように，投資総額は1933年 
に68(gRMから，1938年にな29S億R M へと増加してお 
り，その内，軍事投資は10億R M から136億R M へと増 
加し，後者の前者に対する割合は，14.7 % から45.6 %  

へと上界している。この事投資に基粋跋(業投資を含 
めると，1933年 に か ら ，1938年には192慮R M  

へと飛躍的に増大している。この両投资額の投資総額 
に占める劍合は，22.1 %から獎に64.4 % へと上昇して

さらにま(めから，工業投資の部門別動向が明らかと 
なる。 I鉱 業 •製鉄業部riへの投資が最も顕著で，n 

化 学 .燃 料 . 力!)工業部門への投資ならびにIV機 械 • 

m m • 自動車.蒸気機閲♦取輔翅設• 造船業部門役资

106 (408)
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, 表 （3 ) 投資構造 (Mrd. RM)

年 総投資額 軍事投資 基 幹 産 業 役 資 輪送道路 文民経济投資四力年計画含 四力年計画のみ
1928 13.8 0‘5 2.7 1.3 9.3

1933 6.8 1.0 0.5 0.8 4.5

1934 10.6 3.4 1.0 1.2 5.0

1935 14.4 5.0 1.6 1.4 6.4

1936 21.1 9.3 3.0 0.8 1.6 7.2

1937 23.2 9.5 4.3 1.5 1.8 7.6

1938 29.8 13.6 5.6 2.0 2.6 8.0

Total 
1933〜1938 105‘9 41.8 16.0 4.3 9.4 38.7

(Carroll, op. cit,, p. 188) 

表 （4 ) 部門別工業投資 (Mill RM)

年 1928 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939

I .鉱業ならびに製鉄業 691 90 213 428 563 784 1,002 1,201

n .化学工業.燃 料 • 加工業 456 82 177 288 449 605 877 1,120

ffl .鬼気技術.機械工作•自動車•ま輔•造船 297 78 183 333 385 510 642 783

IV .建 設.雄設材料. ゴム‘紙 .製 材 273 59 134 194 240 309 431 492

V4IJ維•衣服工業 ’ 365 107 153 154 201 219 292 347

VI .食 糧 • ぜいたく品業 277 87 123 154 174 208 215 238

YTI.その他消費材工業 256 54 84 107 147 208 232 251

工業全体 2,615 557 (111,067(3)1,658 2,159 2,843 3,691 4,432

その内I〜IV し717 309 (21 707 W)l,243 1,637 2,208 2,952 3,596

V〜W 898 248 360 415 522 635 739 836

(Statistisches Handbuch von Deutschland 1928-1944, Munchen 1949, S. 605から作成）
(原資料ではW し050, (2)700, (3)1,636, (4〉1,221となっている力’、，誤まりと思われるのセ表のようにした。）

表 （5 ) 部門別工業投資の割合（％)

年 1928 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939

I .鉱業ならびに製鉄業 26.4 16.2 20.0 25‘9 26.1 27.6 27.1 27.1

D .化学工業.燃 料 ‘ 加工業 17.4 14.7 16.6 17.4 20.8 21.3 23.8 25.3

1 .電気技術•機械工作•自動車*ポ糊•造船 11.4 14.0 17.2 20.1 17.8 17.9 17.4 17.7

IV.建 設*建設材料♦ ゴム*紙. 製材 10.4 10.6 12.6 11.7 11.1 10.9 11.7 1し1

v.ife維♦衣服工業 14.0 19.2, 14.3 9.3 9.3 7.7 7.9 7.8

VI.愈 糧 . ぜいたく品業 10.6 15.6 11.5 9.3 8.1 7.3 5.8 5A

W . その他消費材工業 9.8 9.7 7.9 6.5 6.8 7.3 6.3 5:7

I〜IV 65.7 55,5 66.3 75.0 75.8 77.7 80.0 81.1

V 〜VII 34.3 44.5 33.7 25.0 24.2 22.3 20.0 18.9

も飛躍的に拡大している。建 設 • 建設材料業等のその 
他生座財:!:業IIIは化途財工業全体の中では比較的投資 
如の地大が少ないといえるが，V 織維•衣服業，VI食糧 
•ぜいたく品業，W その他消費財工業部riにおけ•る投 
資は，絶対都{としては上界してはいるものの，きわめ

—— •107 (409)

(rまW から筆者が算出） ,

て上界幅が小さいことが明らかとなる。これを工業全 
休の投資額‘に占める割合で紙者が算出したのがま(5〉で 
ある。これから明らかなように， r の投資の割合は最 
も急激に増大し， n も急激に増大している。 1〜IV全 
休の割合は1933'i}!55.5 % から1939年81.1 %へと飛躍的

揉想多̂ 咖，線‘麽: 後嫩城败微ざ繊欲! 掀城めVかめを"
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表 （6 ) 工業生進指数（1928ニ100) 表（9) ドイツの錢铁.粗銅生塞の世界に占める割合

工業総生ま 生産財工業 消費財工業 投資財工業

1928 100 100 100 100 •

1932 59 46 78 35

1933 66 54 83 45

1934 83 77 93 75

1935 96 99 91 102

1936 107 113 98 117

1937 117 126 103 128

1938 125 136 107 140

1939前期 143 112

1939.6 133 147 113 152

1928年 1936年 1938年

鎌 鉄  
粗 鍋

13.3%

12.9%

16.7%

15.5%

22.0%

20.6%

iJQrgen Knczynski, Gsschichte der Lage derArbeiter 

HHter dem Kepitalismus^ Bd, 6, Bcrlinl964, S. 79, 
82,103; Charles Bettelheim^ Die Deutsche Wirtschaft 

unter dem Naiionalsozialismtis, Miinchen 1974, 
S. 225.)

に上昇しているのに対し，V 〜vnの割合は44.5%から 
18‘9% へと急激に低下している。かかる投资構造の変 
イ匕から，ナチス.ドイツの経済的再軍備の急速な展開 
が確認できよ‘う。
^ 次に生産構造をみてみよう。表⑥から工業総生 

産は1936年には1928年水準を超え，1939年 6 月 
には指数133に達している。とりわけ，投資財.

生産財生産は，恐慌期に急激に低下しつつも，

1935年には1928年水準に達し，以降急速に増大 
し，前者は1939年6月に152,後者は147にまで 

表（7 )軍需生産指数（会計年度1932ニ100)

{Stat. Hdb. V. D., S. 292)

達している。それに対して消費財生虚は，恐慌期にさ 

ほど低下していないものの，1937年には'じめて1928年 

水準に達したにすぎない。表⑦の5P需生産指数は，ナ 

チス . ドイツの?？軍備生産溝造をもっと顕著に表現し 

ていると思われる。

軍需部門の基幹をなす鉄细業の生産をみると，衷(8) 

から，恐慌期にそれぞれの生まは急激に低下している 

が，1933年以降増大し，1935へ4936年には1928年水準 
にまで回復し，1938年までは着夷に増大している。 と 

れを， ドイツの鉄鉄. 粗鍋生産の世界に占める割合で 
みると，衷(9)の示すi うに，その上昇は箸しく , ドイ 
ツの! 産構造の著しい高度化を推測させるに難くない。

さらに，非鉄金属生産， なかでも ?^ifl再軍備の中心 

をなすと思われるアルミニウム生産の動向をみると， 

まな0 、ら， 1936年以降アルミニウム生産 . 供給が急速 

に増大していることが明らかとなろう。

表( 1 0 )アルミニウム生産(l,000t Metallhihalt；)

年 1929 1932 1934 1936 1937
ナ■̂スト

1938
リァをむ
1939

袖アルミニウ 

ムを産 33.3 19.3 37.2 97.5 127.6 165.6 199.5

輸入 3.7 -1.7 4.6 3.7 1.3 10.9 4.5
アルミニウム

供給
37.0 17.6 41.8 101.2 129.1 176.5 204.0

1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938,

100 350 550 950 し350 1,650 2,600

(Kuczynski, op. cit.’ S. 82)

表 （8) 鉄鎭業生 ま (l,000t)

m 鉄 粗 鍋 圧延生産 
(半•完成品) 紹 造

1928 11,760 14,368 13,247 2,998

1932 3,932 5,764 5,671 1,020

1933 5,247 7,612 7,382 1,405

1934 8,717 11,916 10,618 2,233

1935 12,846 16,446 12,271 2,707

1935 15,302 19,216 14,379 3,345

1937 15,960 19,849 15,137 3,537

1938 18,045 22,656 16,476 4,030

1939 17,478 22,508 16,232 4,078

(jSlaし Hdb. V. D„ S.288, 290)

0128.9の誤りであろう。（攀あ）（汾が.Hdb. V. D., S. 293.)

また，機械敷作業の生産をみると，表⑩が示キよう 
に,’機械製作全体の生産の増大の中で，1928年と1938 

年とを比較して， 1928年水準をはるかに超えている部 
門と，低下もしくは比較的変化の小さ、、部門とに分け 
られるが，生産財. 基幹部門に関速する部門は前者に 
属し，消費財部門に関連する部門は後者に属している 
ことが明らかとなる。

以上のような，投 資 .生産廣造の:ぼ備への重 
点的構追変化に対応して，労働力の配分においてはど 
のような疲化が坐じたであろうか。表⑩から,’1933年 
S 月から1938年 6 月の間の労働名-増iiii数75方人のうち， 
農業では50万人以上も減少し，繊 維.衣 料 . 食糧品參 
の消費財部門で61万人も诚★している。これに対し， 
建設業では32万 6 千人, 鉄 鍋 .機械製作の鉄• 金属業 
では樊に96ガ 5 千人も勘加し化学工業も含めると106

108 (4 1 0 )-
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ナチス後朗における労働政策とその実態に開する社会セ的考察

表(11)炒械製作業の生産（l,000t)

1928年 m 3 年 193啤 192畔 1933年 1938年

工作機械 127.7 66.5 253.6 鋳造機 5.3 3.8 15‘8

木工機械 ■ 39.1 10.9 33.7 選 鉱 ♦建設機械 228.2 85.0 276.3

mm •精密盤•具 15.3 4.8 18.2 つり上げ•まき上げ機械 241.9 67.6 210‘0

繊維機械 135.6 66.9 92.4 製紙機械 47.4 18.5 35.7

ミシン 51.6 22.2 29.2 紙加工機械 13.6 7.3 16.8

靴 *皮 工 業 機 贼 , 11.8 7.8 10.1 印刷機 37.b 12.2 23.5

洗濯機 16.7 8.5 7.9 食糧,ft工業の為の機械 104.6 56.0 85.6

農業機械 293.2 137.0 457.1 殺具製造 128.8 73.1 214.2

蒸気機関 78.3 S9.3 94.4 事務機械 7.8 5.0 14.4

内燃機関 85.8 39.6 80.1 自動装置 1.5 1.4 2.2

蒸気タービン 15.4 2.4 18.2 巨大自励ぱかり 21.5 11.5 23.3

ビストン蒸気機関 21.3 7.6 12.0 換3!を機械 1.2 0.9 4.0

水 タービン 19.7 7.5 10.5 金庫設備 8.9 3.5 10.1

その他原動機 0.2 0.1 1.4 取付装備品• 機械部品 172.0 42.0 188.5

圧摊空気工業 87.1 45.0 175.0 伝動ま置.ころがり軸受 131.0 24.4 105.2

ポンプ 35,0 14.5 50.8 消防器具 4.3 4.9 16.1

敷練•圧延工場プラント 33.9 52.0 96.4 鉄道安全装置 27.0 22.0 29.0

工 業 用 炉 ‘ 13.2 10.4 20.7 機械製作全体 2,262.9 985.0/ 2,732.4

(Stat. Hdb. V . D., S. 295.)

第1項 「部分的労務義務制J から I•全般的労務義 

務制J へ

「労働市場への意因としての間接的統制J にもかか 
わらず，その実態においては，経済的Tif軍備に必要な 
専門労働力を確保しえなかったばかりか，[社会的矛盾j 

を表わすような譜随伴現象が生じていたことは，前稿 
において詳述した。それは，これまでの労働政策を車云 
換して，一方において，経済的再审備を遂行するため 
の労働力をさらに強行的に確保するための労働力政策 
として，他方において，労働大衆をナチス体制に組み 
込み，ィデオロギ一的動員をはかるための労働者政策 
として結実させる社会史的諸条件でもあった。かかる 
社会史的諸条件が発酵している最中，1938年 5 月28日， 
ヒットラー（Adolf Hitler)は，秋までにチコスロ 
ヴァキアを軍事行動で征すべしという，という決断を 
下し，また，それに対するフランスの平事援助を阻it 

し，かつ戦争にffl耍な産業を防衛する為に，「西部耍塞J 

(WestWalりの强制的建設を愈じ/こ。とのr西部要塞J 

建設のための労働力確保を直接の契機として，ついに 
1938ザ- 6 月22日， 四力年計画総廣H . ゲーリソ グ 

注（2 ) Adolf Hitler, Reden und Proklmmtionen 1932-1945, kommenliert von einem deutschen Zeitgenossen, 

hrsg. V. Max Doinarus, Wiirzburg/Neustadt 1962, Bd.1,S. 8 6 8 .またで- メイソンのドキ;i  メント解説も参 

.照 さ れ た い vor Dok. 110, in ： Arbeiterklasse und Volksgemetnschaft, hfsg. v‘ Timothy W. 

Mason, Opladen 1975, S. 6(56.)̂

万人以上も堆加している。すなわち，生産.投資構造 

の変化に# い，労働力は基幹産業•軍需関速部門へ重 

点的に配置. 配分されていたこと力;，明らかとなる。

以上の統計的考察から，ナチス.ドイツの経済構造 

は，B 軍事支出の急速な増大，（ニ)投資構造の液化一生 

産財部門への重,^的投資，（5̂生産構造の変化ー虫産財 

部門 • 基幹産業部門•軍需部門への重点的な生産構造 

の構造的変化< 5̂|労働カ配分の変化ーかかる重耍な部 

門への労働力の重点的配分，として特徴づけることが 

できる。かかる構造変'化は，経済的?？軍備.戦争準備 

に向けられたナチス. ドイツの経済的再編成を示して 

いる。.しかし，かかる統計的考察によっては，かかる 

経済構造変化のがどのように発展したのか，という变 

化の仕ガ• 内実は明らかにはならない。本稿の課題は 

まさにこの変化の内まを解明することにあるが，特に 

労働力配分の展開に限定される。

第 3節 193̂ 年 6月以蹄のナチス 

労 働 政 策 の 特 徵 .
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表（12) 1933.6.16と1938.6 ‘ 25における労働者の配分(よji位♦1000人） ( 3：)

1933.6 1938.6 变化( + /-)

全体 女性 全体 女性 全体 女性

農業(林業除くすべて〉2,494 860 1,981 735 -513 -131

鉱業(すべての部門） 756 10 713 10 一  43

石と粘土 587 70 632 84 +45 + 14

鉄 鋼 1,314 134 1,533 200 + 219 +66

機械製作 1,561 172 2,307 319 +746 + 147

化 学 353 88 453 123 + 100 + 35

繊 維 1,054 575 1,026 558 -58 一17

衣料品 976 564 675 430 ^301 -134

紙 241 83 247 94 +6 +  11

印刷業etc. 258 62 274 101 + 16 + 39

木 材 689 51 623 62 一  66 + 11

食 糧 . ぜいたく品 1,207 326 953 311 -254 -15

建設業- 1,745 31 2,071 40 + 326 +9

水 . ガス • 電気 188 12 195 14 +7 +2

工業と手工業 11,2212,248 11,8342,418 + 613 + 170

交 通 983 49 975 63 -8 +  14

商 業 （全部門） 2,6861,115 2,4941,145 -192 + 30

公務 725 332 1,226 387 + 601 + 55

衛 生 • 社会事業 595 341 494 283 -101 -58

m 楽 124 34 84 27 -40 • 一  7

家 事 1,280 1,260 1,4381,426 + 158 + 166

失 業 292 95

全 体 20,2476,257 .21,0016,622 + 754 + 365

(Mason: Anfang Dok. Id, S. 1247.)

(Hermann Goring)は ，1936年10月18日四力年計画施

行令に基づき，「特別に国策上重要な課題のための労働 
力,要確保令 I CVerordnuxig zur Sicherstellung des 

Kraftebedarfs ftir Aufgaben von besonderer staat-

spolitischer Bedeutung vom 22. Juni 1938 *) 

を告示した。
本命令の主旨は,前文が示すように，r|：ii 

策上の理由から突施延期が許されな、特に 
重要な課題j に必要な労働力を適時供給す 
るために，r他の職場に従事している労働 
力をも一時的に』配置艇換させるととにあ 
を。 具体的には， 「ドイツ国民は， 職業紹 
介 .央業保险帝国局長官によって， 定期 
問,割当てられた労働場所で,労ね(Die,isり 
に服し，あるいは，特定の職業訓練を受け 
ることが義務づけられる。」（第1条）と規定 
されている。

ナチス労働配置政策史をHi期づける点は， 
まず第一に労働義務が労働配置政策の中心 
におかれたこと，第二に労務義務の対象が 
全ドイツ国民になったこと，第三に労働義 
務以外に職業訓練にも服すベきことが規定 
されたこと，以上の諸点にあると考えられ 
る。このことから，かかる労働配置政策を 
f労務義務制」 と特徴づけることができよ 

う。しかし，'その際,.その適用期間が一定 
期間に限定されていたこと，外国人労働者 
の如きドイツ国民に属さぬ者は対象外には 
ずされたこと，を考慮すると，この時期の 
労働力需要確保令による労働配置政策は，
D  . ペッツィーナの示したように部分的労

(0 <5)
務義務制として意義づけられると思われる。

か か る r部分的労務義務制j 成立において，1938年
7 月22日付，四力年計画「労働配置J 部の州労働庁宛 
( 6 ) .

告示も示すように，[西部要塞J 建設を他の圍策上重 
要な課題よりも緊急の課題とし，そのために必要な労

注（3) in : Reichsgesetzblatt (1938) I, S. 652,
(4 ) Dietmar Petzina, Autarkiepolitik im Dritten Reich, Stuttgart 1968, S. 204; ders, "Mobilisierung 

deutscher.Arbeitskrafte vor unci wahrend des II. Weltkrieges**, in : Vierteljahrshefte fiir  Zeitgschichte, 
18. Jg., 1970, S. 448.

( 5 ) その他，本労働力需要植保令に付随する諸Itt定として，（1》労働局が労務義務を言いisしうること（r複 行 指 第 6 
条"Afiordnung zur Durchfiihfung dor Verordnung zur Sicherstellung des Kraftebedarifs fur Auf
gaben von besonderer staatspoHtischer Bedeutung vom 29. Juni 1938", in : Deutscheド Reichsanzeiger 
und Preu^ischer Staatsanzeigcr, N r .149 vom 30. Juni 1938 (Mason : Dok. I l l ,  S' 670-674)), (2)労働者

が労務義務に服する場合，義務者と企業家との間で個別的に労務義務関係が飾結されるとと.（r施行指令j 第2条)，(3) 
それゆえ労務義務者は，労務義務のUH始と共にこれまでの就業係から解除されるとと（r命令J 第3条，r施行指令J 
第8 . 9条)，00とれまでより経済的に劣悪にならぬよう'す務錢務者を配盧すぺきこと（r施行指令J 条第2項)，
交;1!̂れ±労働局ならびに当後企業が支給すること等'をあげておこう0

(6 ) "Erlafi tier GescbSftsgruppe Arbeitseinsatz beim Beauftragteii fUr den Vierjahrosplan, an die 
PrSsidenten der Landesarbeitsamter vom 22. Juli 1938,', in 5 Bundesarchiv (JBA) K(!l)Unz, R 22, Gr.
5, Bel.91 (Mason ： Dok. 112, S. 674-675).
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ナチス後期における労働政策とその実態に腐する社会史的考察

働力を確保するということが，直接的契機になってい 
た。しかしそれは，労働者（全ドイツ国民）に対する労 
務義務を媒介として， 『西部要塞J 建設のみならず， 
国策上IS耍な課題に必耍な労働力を強制的に配置しう 
るというきわめて一敷的かつ強制的な性格をもつもの 
であり，それによって，強制的かつ計画的な労働配置 
により専門労働者不足問題を解決する制政的可能性を 
与えるものであった。し力、も，いかなる部門が緊急に 
重要であウ，労務義務者が義務づけられるべきかにつ 
いては，四力年計画総監が决定しうる点は，注目に値 
しよう6 .

こうした新しい労{勤配置政策は，本節第2 項で後述 
する新し'̂、賞仓政策とセットになって，1936年11月段 
階における「労働市場への意図としての間接的統制J 

に対して， 「労働市場への意図としての直接的統制J 

として，ナチス労働政策史上，m 期的なもめになった 
のである。

労働配置政策の実態については，第 4節で詳述する 
力;，その35̂態との関連で，労働配置政策の政策内容は， 
さらに変化することになる。それが》1939年 2 月13日 
に匹!カイ計画総監H . ゲーリングによって告示された 

「特別に国策上ffi要な課題のための労働力需要確保令_! 
("Verordnung zur Sicherstellung des Kraftebedarfs 

fiir Auf只aben von besonderer staatspolitischer
C8)

Bedeutung voiii 13. Februar 19さ9")である。本命令の 

主耍目標は， I■特別に国策上重要な， 延が 許 さ れ な  
い課題の遂行J のために， 「带国領内の住民を動員し， 
かつ労働場JTrへの拘束をますます⑩固にする可能性j 

(前文）を確保することにある。すなわち，令令は大別 
して2 つの方策から成る。つまり第一はr労務義務j 

であり，第 二 は 「職場移励の制限J である。
まず労務義欢における特徵としては， 第一に， 「'帝 

国領内の住民j (第1条第1巧）が労務を義掠づけられ 
たことがあげられる。すなわち，外国人.ドイツ人を問 
わ ず r帝H1領内の住民j であれぱすべて，対象になり 
得るということである。第二に， これまでは個別に労 
務義務者が労狭を義称づけられたのに対し， [私 • 公 
企業ならびに:.行政j (第1条第1項）がー括して労務義 
務の対象になったということである。第三に，期腺付 
労務義孜（第2条第1項)に加えて， 無期限の労務義梭

も認められたこと（第2条第29 P があげられる。さ ら ， 
に第四に， 3 ヶ月以上家族と別居せざるをえない場合， 
労務義務者は家族援助を受けることが可能となり，ま 
たそれとは別に経済状態の困苦によっては援助を受け 
る可能性が与えられたということ（第6条第I . 2項〉
があげられる0

次に，職場移動の制限における特徴を概観すると， 
労務義務とは異なる場合でも, 勞働者の属入れ(第7 条 
第29 0 ならひ’に解雇（第7条第1 5 0 は,労働局の許可 
を必要とすることが規定されていろ。特に，解雇許可 
義務制は，労働配置政策史上，画期的なものである。 
国家指導部は, かかる雇入れ. 解雇許可義務制によっ 
て， ヨリ包括的な職場移動制限をはかると同時に，こ 
の職場移動制限を労務義務制と結合させて， 3 リ強制 
的な労働配置を遂行しようとしたのである。

以上の如き特俄から，先 の 「部分的労務義務制j に 
対■し，本労働力需要確保令を「全般的労務義務制J と 
して特徴づけることが許されよう。1938年 6 月以降の 

ナチス労働配置政策の政策内寄の史的展開において，
本令は部分的労務義務制から全般的労務義務制への転 
換をなすものであるとはいえ，ナチス労働配置政策全 
体の史的展開においては，■'労働市場への意図として 
の齒接的統制j という梓組み,の中の"^つの転回点をな 
すにすぎない。それでも，一'方で,‘1936年秋以降の鉄 
.金属業，建設業部門における事-門労働者の職場移動 

制服，他方で，全く新しい方策としての労務義務制， 
として展開されたナチス労働配置政策が，ここに[全 
般的労務義務制J として統合されたことの意味は看過 
されてはなるまい。

第2項 f賃金構成令j

前稿で述べたように, ナチス貨金決定機構は，一方 
での労働管理官による賃率規制，他方での個別資本に 
よる賃金収入規制， として特徵づけられた。1936年秋 
の労働政策の転換によって，賞金政策そのものにおけ 
る変化はなく ,労働配置政策によって,賞金収入の無計 
画的上昇をおさえるという方策が選択されたのである。 
域門労働力不足■̂賀金収入の無計画的上昇-そ労働者の 
態座の変化，という一速の現象が進行する中で，1938 

年 6 月25日にはじめて，賞金政策の画期的転回をなす 
と思われる方策が告示されるに至った。’これが，「貧

注（7) S. 674.
(8) in ： Î GB/0939) I, S. 206.

Ill {4m .
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金構成奈J (**Vorordnung libor die Lohngestaltung 
‘ C9) 

vom 25. Jum 1938リである。

こ の •■賞金構成合j の主旨は，H 防ならびに四力年
計画施行を最高目が;とし，この最高目的を胆まする耍
因である賞金’労働条件の上界.改善を抑え， その
r不变性J ("Stetigkeit")を確保:すること（前文）にあ

る。’その第一 の̂特徴は， ライヒ.特別労働管理官に
[賞 金 •労働条件を監視しJ , [最高•最低質金を拘束

力をもって確定する」（第1条）権限を附与し，それに
よって，質率说制に制限されていた労働管理官の権限
を拡大させ，従来の赁金決定機溝を転換させたことに
ある。すなわち，これによって，服 部 夹 太 郎 氏 が 特-

徽づけた如く，[ひろく社会政策. 貧銀統制の歴史に
おいて画期的な最高賃銀の権力的確定の制度的可能
性J が与えられたのである。第二にライヒ.特別管理
官の処置に_違反またはそれを回避する者は， r禁固お
よび無制限の罰金またはそのいずれかJ (第2条）に勉
せられると規定され，賃金政策において，労働法上の
規制に加えて，刑法上のま制力;襟入されたことである。
この点は，本令の意図が，賞金上昇を抑えると同時に，
その速鎮极象としての労線)者のモラル. 規律の低下に
対処するところにもあったことを如実に示している。
服部氏は， [賃金構成令J のこの特質を看過している。

以上の如き特質をもつ「貸金構成令jは，これまで労
働配置政策に組込まれていた賃金政策を独自の賞金政
策として自立化させた。と同時に，堪に，服部氏のい
うような「貧銀統制の歴史的転回』をはかるぱかりで
な <, 前述しすこ(部分的）労務義務制と一体となって，
労働者♦国民を経 资 的 軍 備.戦争準備に動員し,最
高賞金統制による賃金統制を强行し，経済的軍備の
円滑なる遂行をはかる，労働政策の一環として制度化
されたのである。その意味において，「貧金構成令Jは，
[部分的労務義務制J と共に，r労働市場への意図と

しての直接的統制J という特質をもつことなったの
である。

第 4節 1938年 6月以降の労働政策 

の実態とその成果

第1項軍需部門における労働配置状況

まず，11?軍備に直接関係する部門における労働配置 
状況の夷態を吟味することによって，I■部分的労務義 
務制」ゼ、\ 、かなる労働政策上の成来をもたらしたかを 
みることにする。資料としてまず，1938年7月の国防経 
済検S 月報（Moiiatsbericht^tt der Wehrwirtschafts- 

inspektionen)を概観すると，（1)1■西部耍塞」建設への 
建設労働者吸収によって，民間建設がはとんど停止状 
態となり，さらに国防経済的に道要な建設が遅れてい 
る(IS防経済検査VI)„ (2)軍需工場においても労働力需耍 
は充足されていない（x m ) 。（3)専門労働者の職場移動 
•流出が進行しており（VII),專門労働者不足のため，
9 〜10時間に労働時間が延長され（VII),誘惑賞金に 

よって労働力弓1抜きが行なわれているという（XI)e④ 
補助労働者の速成教育が，彼らの無能力.意欲のなさ 

故非常に困難であり（X I I I ) ,さらに労働意欲の低下, 

特に青年における低下（X)が箸しいということも明 

らかとなるb ^

次に，1938年 11月 1 日付の国防経済局（Wehrwirt- 

schaftliche Abteilung)宛の経済大臣告示によると，(り 

r戦争ならびに生活に重耍な経営(KL-Betrieb)jから， 
部分的労働義務制によってかなりの労働力が引抜かれ， 
KL経営の動員準備が損われてい る と い う。 （2)経済大 
臣は，四力年計画総監によって重要とみなされた企業 
あるいはその企業の生の基礎となる企業からは，労 
務義務制によって労働力が弓I 抜かれないように要請し 
ている。

さらに ， 1938年11月18日の帝国防衛評 議 会 （Reichs- 

yerteidiungsral;)第一回大会においてお . ゲーリングは， 

r全体主義的軍備増船のため(1)人間問題，（2)原料 . 

材料問題，（3)生産問題，《4)財政問題をとり上げ，人間

注（9) in ニ RGBI. (1938) I, S. 691.

(10)服部英太郎f貨銀政策論の史的展讲U 著作ifsni, 295Ko 

' (11)服部，前揭 293H。
(12) "Auszug aus den Monatsberichten der Wehrwirtschaftsinspektionen fur den Monat Juli 1938", in ; 

BAIMilitdrarchiv Freiburg, WilF 5, B d .12/5 (Mason t Dok. 145, S. 839-844).

(13) "Erlafi des Reichswirtschaftsministers an die Wehrwirtschaftlichen Abteilung vom L November 

1933", in : Gjheimes Preufiisches Staatsarchiv (GPSA)(^Berlin), Rep. 316, Bd. 235/2(Mason: Dok. 118', 

S, 691-692).

(14) "Reclen G5rings in der ersteji Sitzung dos Reichsverteidigungsrats am 18. November .1938", 
in： Mason : Dok. 162, S, 908-933,

—  112 (414)—
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ナチス後期における労働政策とその突態に関する社会史的考察

問題に関して，（1)直接的な国防軍補充，（2揮雷部門へ 
の労働配置，の重要性を指摘し，P1民目録(Volkskar- 

teりの導入, 労働局の活励， 労働局. D A F . 国防512 

相互の協力を要請し，同喷にあらゆる形態でのあらゆ 
る労働力の利用を強調している。

このように，部分的労務義務制導入によって，KL 

経 営.四力 f̂-計画関連企業というffl耍な部門からさえ， 
琪門労働力が引抜かれ，労働力不足状態にさらに怕ホ 
をかけた形となり，国策上, 経资政饿上重要な部門内 
部での労働力移動をももたらすに至っている。ゲーリ 
ンダが11月の時点で労働局の活励ぱかりカ①A F の協 
力を耍諧したことは，車熊の深刻さを物語っている。

第2 項 鉄 • 金属業ならびに建設業における労働配 
置状況

次に，部門別の労働配置状況り実態を概観する。資 
料としては，ライヒ労働管理赏の1938年第3 四半期，
第 4 四半期，1939ギ 第 1 四半期の社会報告書（Soziaレ 
berichten)を利用する。

B 鉄 .金属業
鉄 •金属業部r*iは，全産業部門の中でも労働力流人 

•吸収の大きい部門であるため，他部門への労働力流 
山は問題になっていない。それにもかかわらず，専門 
労働力不足が切迫していることが指摘されているひ939 

体第1四半期の報告)。鉄 ♦金属業内部では,部門内貧 
金格差が箸しく，特に避船業労働者の賃金は，軍需企 
業労働者のそれに比し著しく抵く，問題となっている。 
また, 労働管理官の賃☆規制に対して，特別手当学に 
よる逃げ道が盛んに利用されているという（1938年第 
3 . 4四半期)。ザールランドのある製鉄所で1 万 5 千 
R M の破損があり，労働者侧は，10時間労働による疲 
労が原因だとしたのに対し，企業側は，責任は労働者 
にあろとして無制限の解雇を行なった，すると労働者 
は喜んで解雇を受入れ， [西部要塞j 建設に新しい職 
場を見送んでいる， という例ひ939年第1四半期）は， 
労働者の疲労徴候を示していると同時に，労働力不足 
の実態をも呈示する與味ある一例である。 -

(ニ)建設業
先述の国防経济檢ま月報でも示されたところである

が,建設業においては，[西部S?塞J建設等のffi要な部門 
への労務義務制による建設労働者引抜きによって,多 
くの建設現象が中断されていろ。また， r西部耍進j,は 
設へのセメントの2Q点的供給によってセメントが不足 
し，それによって建設業で多くの労働者が解雇されて 
いるが，それでも労働配置の緊迫状態は少しも緩和さ 
れないのみならず,刑務所囚人の就業さえ行なわれ,週 
末倚鄉禁止も提案されるに至っナという（以上，I938年 
m 3四半期)。1939年第1 ja半期の報告では， 最高貧金 
の固定化が進行し, 部門内.部門問の労働力流動は若  ̂

千緩和されているという指摘がある力'、，他方で，特別 
手当が増大し，遠隔地手当. 週ポ帰郷が民間建設にも 
拡大してきているという。 また，r西部要塞J 建設に 
おける労働時間延長• 調盤金導入が賃杂格差を激化さ 
せている（I938年第4四半期)。 設業の賞金は高く， こ 
れによって建設材料業からの労働力流入が統いており， 
例えばあるレンガ業では, I 938年 1 月 1 日から11月30 

日の間に100人中80人が職場を去っているという。そ 
れに対応して，建設材料梁でも賞金が上昇し，例えば 
レンガ100個当り賃金は193S年に11. 40RMであったの 
力t , 1938年には15.06 R M にまで上昇している（1938 
年第4四半期)。建設業. 建設材料業問の賀金格差労 

働力移動建設材料業での賞金上辟という連鎖現象が 
確認で:きよう。さらに，労働規微は箸しく低下し，能 
率が低下している，特に青年労働者において著しいと 
い う G 938年第3 .他;半期)。例えば， 就業者数520人の 
ある.企業で1938年前期に120人が，このために解雇さ 
れたという。

このように，国策上.経済政策上16耍とみなされ， 
専門労働力のffl点的供給が法向されていた鉄.金属業, 

建設菜両部門において，® 策上♦経済政策上の課題に 
対応、する専門労働力確保されなかったばかりか，労働 
力不足事態は，労働力移動一賃金収入. 特別手当等の 
上昇をももたらし，さらには労働能率.労働意欲• 労 
働規律を低下させていることが確認できる。

第 3 項鉱業における労働配置状況
次に，敏樂部門における労働配置状況を概観しようC

注（ほ） ①"AuszUg aus den Sozialberlchten der Reichstrouhander der Arbeit(R. Trh.) fur das 3. Vlertel- 

jahr 1938", in : BA Koblenz, R 43 II. Bd. 528 (Mason : Dok. 147')\ .②"Ausziig aus den Sozialberich- 

ten der R. Trh. fiir das 4. Vierteijahr 1938," in * BA Koblenz, R 4311, Bd. 528 (Mason ： Dok. 150').③ 

"Auszug'aus den sozia Ipolitischen Berichten der R. Trh. fUr. das 1.Vierteljahi* 1939", in * BA 

Koblenz, R 4311, Bd. 628 (Mason \ Dok.びの‘
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この部門については，1938年 6 月は降の実態を示す資 
料が若干あるので，その実熊と，それに对する対応策 
とをョリ詳細に吟味することにする。前稿では紙商の.

都合上，鉱業部門の実態については割愛せざるをえな 
かったので，紙面の許す限りその実態を韻ほ！し，しか 
る後に1938年 6 月以降の実態を概観することにしたい。
B1938年 6 月以前の実態
1936年 秋 ゐ r四力年fl'画」施行指♦ならびに労働配 

僵政策による労働力確保は，鉄 . 金厲業ならびに建設 
業労働者に限られ，鉱業部門には適用されなかったこ 
とは前稿で示した。またま(10が示すように，鉱業部門 
の労働力人ロは1933年から1938年の間に4 方 3 千人も 
減少しており，労働力流出が激し力、ったととが推測さ 
れる。しかも鉱業部門は，エネルギー.原料供給源と 
して重耍である。かかる鉱業部門の1938年 6 月までの 
労働配置状の実態を， ライヒ労働管理官の報告i も 
とに整理すると以下の如くになる。
(1)拡業部門は低賃金であり，かつ保險金，D A F 等へ 

の賃金控除分がきわめて高く，労働条件が劣悪であっ 

た。（2)石炭等の需要に対する级山労働者不足が進行し，
それによって，労働時間ヵ诞長され，.労働が強化され 
た。（3)敏山労働者の企業間移動ならびに部門外流出が 
進行した。（4)労働災害‘病人数が増大し，同時に労働 
能率が著しく低下している。（5)かかる事態において，

鉱山労働者は, ある場合には物的改善要求，ある場合 
には恣意的な休瑕交替，他の職場への移動，という形 
で，積極的.消極的な抵抗を行なっている。
◎1938年 6 月以降の卖態
そこで，1938年第3 ,第 4 四半期,1939年第1 四半如 

のライヒ労働管理官の社会報告から，本稿の対象に 
する時-期における鉱業の労働配置状況を概観すると以

注( 1 6 )前稿の注(30)の資料を参照されたい。

(1ア） 労働能率については，例えば, ゲルピンキルヒてン鉱山において，1932/33年に歡夫全体の一人当り一日平均採掘量は 
1,956kgであったのが，1935/36年に1,940kgとわず力、にし力、低下していない。それに対し，1936料 0月に1,895kgだっ 
たのが，1937年10月には1,769kgにまで低下している。また，坑め夫のそれは，1932/33ザ4こ2,300kgだったのが，1935 

/36fj-こに2,235k g とわずかにしか低下していないのに対し1936年10月からーギ問に2,ISSkgから1,む85ke•へと大幅に 
低下している（"F6rderanteU je verfahrene Schicht bei der Gelsenkirchener Berkwerks-AG, 1931-1937; 
Anlagc zum Schrelben von Knepper an Schlattmann voni 20.11.1937',, in : GPSA Berlin, Rep, 316, 

Bd.118 (Mason ： Dok. 86, S. 572).)。力、かる能ギ低下の最もJtt要な原因として, ゲルゼンキルヒ: ン鉱0|(株)理 
事提は，{«労{$!)者不足のだめ，ますます不適切な鉱山労働者を雇用せざるをえないこと，わ>※働と食fflか態との不均衡 
■の結果としての健政の悪化, （3傲山労働者の侧での恋意的な休股交替の湖大ならびに鉱山liijの移勒, をあげてい-る 

(**Schreibendes Vorsitzendon des Vorstandes der Gelsenkirchener Bergwerks-AG an Herrn Ober- 

bergmann Schlattmann vom 16. November 1937", in : GPSA Berlin, Rep. 318, Bd. 118 (Mason, Doh.. 85, 

S. 568-569).)o ,
(18) in s RGDL (1939) I, S. 482.

----114 {416) —

下の如くになる。（i)石炭揉掘の能傘に比し，敏山労働.

者の货金収入の上昇の方が大きい（I938ギ第3四半期)。
(2)マンスブエルト鉱山では，特にH  . ゲ ー リ ン グ 帘
国工業所への労働力流出があり，代用者が労働局によ
って仲介されておらず，それでもそれ以上の流出は労
働管理窗の規制によって一*応阻Ikされつつあるという
(1938审第4四半期)。《3)しかし， まだ労働能力のある鉱

山廃疾者を充用せざるえぬくらいであり（I938年第3

半期)，健康状態はかなりひどく，例えぱ労^動不能の
被保险者数は1936〜1938年に年平均16%,ル一ル地区
で4 1 %も上昇している（1938̂ |ぽ 4E9半期)。④労働能率
の低下，労働現律の低下に関する不平が続出し，特に
"Bummelschichten"が現われているり938̂ [：第3 .あ4

四半期)。また，規律向上のためにr質金構成令J の透
用の必要性が指摘されている（!938卞第3四4'二期)。

曰国家指導部の対応策とその成果
こうした事態の中で, 1939年 3 月2 日，四力年計画

紘監H  • ゲーリングは， r鉱業における採掘能率なら
び に 能 率 賞 金 引 上 げ C*Verbrdiiung zur Erhohiing

der Forderleistung und des Leistungslohnes im 
(18)

Bergbau vom 2. Marz I939" ) を告示した。 本令の主 

眼は， 「ドイツ民族の国防強化と四力年計画遂行のた 
めにJ r鉱業における採掘能率j(前文）を増大させると 
とろにある。具体的には，’抗内夫の一 交代労働時間を 
45分延長して8 時間45分とし，この超過分に2 5 %の超 
過手当を支給し(第1条第1填)，出来高仏い労働の最低 
額を引上げ， 驻本出来高を超える分については200% 

の手当を支給する（第1条第2項)。さらに， 抗内失の 
労働時間は企業の' 耍に応じて， 8 時間45分をさらに 
延長することが可能で，その場合には25%の超過手当 
を保証する(第2条第1項）というものである。すなわ
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h , 採 掘 能 .量双方のif!大のために，労働 
時問延長と超過手当支給という方策が導入さ 
れることになったのである。

さらに同年5 月 9 ロには，ライヒ労働大臣 
は州労働庁に対し，建設巢に就業する鉱山労 
働者を鉱業に帰遺させるという労務義務合に 
よる告示(1咖 年 4月22日）を,農業以外の全部 
門に拡大することを告示した。鉄 •金属業， 
建設業，化学工業という経済的再軍備にョリ 
直接的に関速のある産業部門に奴山労働者が 
流出していたという事態の中で，経済的：Pf軍 
備を推進させるために必要なエネルギー. 原

ま( 1 4 )ルール地区週平均一日当リ石炭採掘量(単位1,0000

1938年 1939年 19394|-：

1,2 〜1,8 429.3 1/1-1/7 409.2 4/2 〜4/8 424.4

1/9-1/15 443.7 1/8 〜1'14 430.9 4/9-4/15 424.6

1,16 〜1/22 439.6 1/15 〜1/21 427.9 4/16 〜4/22 438.4

1/23 〜1/29 442.2 1/22〜1/28 425.0 4/23 〜4/29 447.8

4/30 〜5,6 429.0
： ■

3J5 〜 3/11 419.5 5/7-5/13 440.2

3/12 〜3/18 419.4 5/14-5/20 444.8

3,19 〜3/25 424.9 5/21-5/27 431.9

3/26-4/1 421.0 5/28 〜^ 3 424.0

6/3 〜6/10 423.1

料供給源確保のために，鉱山労働者を再導入 
するという方策は，結果として，先の産業部門の労働

ライヒ労働省は,力不足に拍車をかけることになろう 
(20)

同年6月あjの,覚書の4jで，一方Vこおいて石炭消費の削 

減を提案しつつ,他方において今あげた他の経済部門 

からの鉱山労働者の導入以外に，U)外国人労働者の 

導入，（2)労働ぎ仕団.圓防軍解除による鉱山労働者の 

W 導入，というヨリ強力な労働配置の方饿を耍請して 

いる。それに对し，同年6 年19日に開かれたライヒ経 

済省内での協議会においては,石炭配分問題が論議さ 

れると同時に, （1)労働時間延長.超過手当支給という 

方策に対し批别が加えられ，(2)鉱山労働者の他部門か 

らの再導入に对しても疑念がもたれた。ここでは，（1) 

労H 參仕団.国防軍解除，（2)外国人労働者の導入，と 

いう方策が要請されている。

表(13) 地域別一日当リ石炭採!®量(単位1,000り

ノレノレ アーヘン ザ^ル
オ ー ハ ー シ ュ

レージェン

モ ー ダーシュ 

レージェン

1938.1 440.2 ： 26.7 46.7 87.2 18; 5

1938.2 432.8 27.1 48.6 87.4 • 1 8 . 5

1938.3 421.5 26.0 47.3 85.8 18.3.

1939.3 419.4 24.2 49.3 95.2 17.7

1939.4 434‘6 24.7 50.0 93.6 18.2

1939.5 436‘1 25.2 52.6 96.9 18.6

("Vermerk, ohne Datum und Briefkopf (wahfschenilich aiis 

dem Reichs-und Preupischen Wirtschaftsministerium, An- 

fang Jun: 1939)," in: Koblenz  ̂ R41,Bd 174； Mason: Dok, 89 

8/582.)

Lanclesarbeitsamter

(Mason: Dak, 89、S. 5S2.)

このように，国家指導i部によつて志向された. 鉱業 
部門における労働力不足解決の方策は，(1)労働時間延 
長 *超過手当支給，（2)他の産業部門からの鉱山労働者 
の再導入，（3)労働參仕団. 国防軍解除，（4〉外国人労働 
者の導入，であ力た。しかも，力、かる方策をめぐって 
四力年計画紘監，労働翁,経济省によって見解が異な 
っている様は，国家指導部内における対立の深さを推 
測させると同時に，鉱山労働者不足のもたらす問題が 
いかに大きがったかを如実に示しているといえよう。

そこで，これら諸方策の成果をみてみよう。1938年 
4 月 1 日に先の命令力';発効され，公式の労働時間が9 

% 延長‘されることになったが，表aさから, 1939年 3 月 
〜 5 月に，石炭採掘量はザ一ルで6 ニー ダーシュ 

レージ；C ンで5 % , ルール, ア ヘ シ で 約 4 

% ，オーバーシュレージcnンで2 % しか上昇 
していない。またまな》から，1938年 .1 月と19 

39年 1 月とを比較すると，採掘量はかなり低 
下している。1939：Jfi 4 月 2 日以降は採掘量は 
增大し，1939年 1月水準にまで達したものの 
1939年 5 月中旬以降はT?び下降している。か 
ように，労働時間延長♦超過手当支給による 
採掘量•能率双方の増大は，効果はなかった 
といえよう。 , ；

次に，他の産業部門からの鉱山労働者の再 
導入ならびに外国人労働者の導入という方策

U. a. vom 9‘ Mai 1939", in ： BA注G9)、"ErlaB des Reichsarbeitsministers an die
Koblenz, R 41；Bd. 242 (Mason : Pok. 125, S. 732).-

(20) "Vennerk, ohne Datum und Briefkopf (wahrscheinlich aus dem Roichs-und PreuBisclien Arbeits- 
ministeriuin, Anfang Juni 1939)", in ； BA Koblenz  ̂ R 41 ,B d .174 (Mason : Dok* 89  ̂ S. 585-587).

(21) ^*Vermerk, ohne Datum und Briefkopf (wahrscheinlich aus dem Reichs-und Preufiischen 
Wirtschaftsministerium), iiber eino Bosprechung am 19. Juj\i 1939", in t BA Koblenz  ̂ R 41,B d .174
(Mason: Dok. 9 1 ,S, 591-595).
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表( 1 5 )賃金収入指数

時 給 週 給

明子 女子 男子 女子

全工業 生jS?財1消費財 熟練 
. 半 不熟練 熟練

.半 不熟練 全工業 生産財 消費財 熟魏
• ニ jニ不穀賊 熟練

.'半 不熟練

1935.12 100 100 103 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

1936.3 100.4 100.4 100.5 100.4 100.3 100'7 100.3 99.9 99.4 102.1 99.9 99.7 102.6 98.6

6 100.8 100.9 100.4 101.0 100.4 100‘5 100.2 102.0 101.7 103.4 102.1 101.9 102.1 99.6

9 101.3 101.4. 100.9 101.5 100.6 101.1 100*9 103.1 102.7 105.2 103.2 102.6 104.6 99.9

12 101.7 101.9 100.8 102.0 101.1 101.2 101.7 105.0 104'5 106.5 105.6 102,9 107.0 103.9

1937.3 102.4 102.6 10し6 102.6 101.5 102.3 102.3 104.7 104.3 106.1 105.2 102.6 106.4 103.1

6 102.5 102.7 101.3 102.9 101.5 101.8 101‘5 105.4 105.1 106.3 105.8 104.5 105.0 101.7

9 103.5 103.8 10し8 104.0 102.6 102.1 102.8 106.3 105.9 108‘2 106.5 105.9 106,6 102.7

12 104.3 104.8 10し7 104.9 103.3 101.7 103.9 108.1 107‘6 110.6 108.9 105.2 109.4 105.9

1938.3 104.7 105.1 102.7 105.5 103.6 102.5 104.3 107.8 107.3 110.2 108.9 105.5 108.7 lp3.8

6 105.3 105.9 103.3 106.1 104.9 103.1 104.3 108.2 107.7 110.6 109.1 106.7 107.7 103.5

9 107.7 108.2 105.1 108,4 107.2 105.1 106.9 113.5 112.9 116.4 114.3 113.3 114.2 107.4

12 109.0 109.5 106.2 109.8 107.8 106.0. 108.8 115.2 114.4 119.8 116.5 111*9 118.2 111.5

1939‘3 109.3 109.7 106.9 110.0 108.1 107,0 109.1 113.9 113.1 118.6 115.3 110.6 116.7 109.2

6 110.9 111.3 108.3 111.7 109.9 108.2 110.2 117.4 116.8 120.7 118.8 116.4 116.9 109.6

9 108.5 108.6 107.2 109.4 106.6 107.3 109.8 113.4 113.4 112.7 115.1 112.0 107.1 106.5

12 110.5 110.7 108.5 111.0 109‘6 108.5 110.0 116.9 117.1 114.2 118.7 116,5 108.6 107.2

(Gerhard Bry, Wages in Germany 1871-1945, Princeton 1960, p. 242-3.)

ヴァキアから1,272人，
(22)

足されていない。ましてや,

の成果を概観してみるならぱ，1939年 6 月初のラ'スヒ 
労働省の覚書の示すところでは，鉱山労働者不足数 
30, 8S3人に对し， 前者の方策でわずかに2, S33人 ,後  
者の方策では， ポーランド難民810人， 保護領•スロ 

合計4,915人 (15.9% ) しか充 

国防軍• 労働參仕団の縮 
小をもたらすことになる方策が着手される可能性は， 
先の帝0 防衛評議会でのH . ゲーリングの演説が示す 
ように，はとんどありえなかった。

第4項賃金水準の動向

前稿で利/«した帝国統計肩の報告書は，1938年第3 

四半期以時は現存しないので, ここでは，G . プライ 
(Gerhard Bry) による貨金収入統計， ならびに前稿 

で揭載しだ時間賃金収人まを利用して，1938年 6 月以 
降の货金収入の励向を倾観しよう。

まずまaケをみると,1938年 6 月〜1939年 6 n の一年

間で工業平均時閩赁金収入指数は5.6ボイソ ト(P)上昇 
したのに对し， 1937年6月〜193S年6月の一年間では 
2 .8 P しか上昇してい。ない生産財. 消費財部門につ 
いても同様で，1938年6月以前の一年間に前者セ3.2P, 

後者で2,0P上昇したのに対し，1938年 6 月以降の一年 
間には前者5.4P,後者5.0Pも上昇している。週賃金収 
入においては，1938年 6 月以前の一年間に，工業平均 
で2.8P,生産財で2.6P,消費財で4.3P上昇している 
のに対し， 1938年 6 以降の一年間には， それぞれ， 
9.2P, 9.1P,10.1Pも上昇しており，時間.週賃金収 
入共に，r賃金構成令」 告示後の方が上昇率が大きい 
ということが確認できる。

賞金構成☆の適用された鉄•金属業，建設業の賃金 
収入の動向をみると‘鉄 . 金属業平均の時間質金収入 
は， I936年I2月〜I937年 I2月に4-2R p f ,上昇し，
1937年1 2 〜1938年12月には， 3.1Rpf.上昇してお 
り， また設業のそれは，前者の時期にl,2Rpf."後者

注(22) "VerVnerk, ohne Datum und Briefkopf (wahrscheinlich aus dem Reichs-und PfeuBischen Arbeits- 

ministeriurn, Anfang Junl 1939)", in ; BA Koblenz, R  41,Bd.174 (Mason ： Lok, 90, S. 588).

(23)消资財部rj労働おの週货金収入の上昇率が大きいが，これは，特に生ま財部門労働者*の増加する货金収入が消费ホ場 
に流れ，消!/•生産の湖大をうががU たが，一̂力ではそれに対応する労働者‘が在在せず, それぱかリか消5/<̂財部11労働 
者数が減少していたため，労働時iiyが延長されたことによるものと考えられる。 ,
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ナチス後期における労働政策とその実態に関する社会史的考察

の時期にはS.lRpf.上昇している。鉄•金腐業におい 
ては，後者の時期には上昇幅は-名こ干減少しているが，
、、ずれにせよ，最高賃金規制という本来の目標が効果 
をあげているとは思われない。

第5項ナチス労働政策の実態，その一般的考察

以上の分析をふまえ，またライヒ労働營理官の社会 
# 告書の"^般的考察の部各を利fflして，ナチス労働政 
策の英態を嬰約しよう。
(1)r部分的労務義孩制」導入による「西部耍寒J 建 

設は，他の国策上♦経済政策上iTl要な課題における労 
働力不足に柏ホをかけ，かかる重耍な部門内部での労 
働力移動をひきおこした。
(2)鉄 •金属業においては，労働力流出は~^般的には 

問題となっていないものの，需要増大に対する專Pg労 
働力不足事態は進行している。建設業においては,先 
の I■西部要!;g j 建設によって，その專門労働力不足は 
きわめて深刻なものとなり， また，建設材料業からの 
劣*働力引抜きが建設材料の不足をもたらし,重要な速 
設作業を停滞させている。鉱業では低賃金*劣悪労働 
条件によって，労働力流出はきわめて激しく，労働規 
# は低下する一方であった。

(3)注文塌大と現存労働力不足とのギャップをうめる 
ための個別資本の方策は，（1)労働時間の糖極的延長， 
(2〉高賃金収入諸手当の保IEで、あった。（1)については， 
週賞金収入の増大の大きさ，また週58〜65時間労働が 
例外ではなくなっているという1938年第3 四半期のラ 
イヒ労働管理官の報告，鉱業部門での公式の労働時間 
延長をあげるにとどめておこう。 （2)については，社会 
手当，能率手当， クリスマス手当，児 意 •婦人手当， 
婚姻手当，休暇率引上げ，歯の治療の無料化，家族の 
ための無料ないし低価な县食保証，職業学校• D A F 講 
ぜ会の無料化，フ、ポ一ツ共同体CO練習時間の労働時間 
化，規則的な週末帰郷の保誰, があげられる。こうし 
た諾手当あるいは賃上げによって他企業•他部門から 
労働者を引抜くことは，法的には禁止されているにも 
かかわらず， 国家機関の[外で』G 939年第1四半期)労 
働者が暮集され，労働力引抜きが進行しているのであ 
る。かかる方饿を推進する企業家はr非社会的J 企業

家と名づけられている。また，高貧金‘諸手当を-契仏 
いうる金業と支払V、えぬ企業との格差地大が，企業問 
*部門間労働移動を激化させていることも看過され,て 

はなるまい。
表ひ6)労働炎害

年 労働炎害(1,000人) 指数 拖償額指数

1932 827.0 100 100

1933 929.6 112 92

1934 1,173.6 142 96

1935 1,354.3 164 101

1936 1,527.3 185 104

1937 1,789.2 216 111

1938

1939 ♦ 2,253.0

(Kuczyiiski, op. ciL, S. 184, 186. *in: Richard 

Grunberger, A Social \ History of the Third 

Reicht London 1971,p- 247.)

《4)労働時間延長，夜間労働，労働強化によって資際 
の病人数は，表の示すように墙加している。職業病 
も，1933年に7,000人だつ たのが， 1939年には23,000 

人に増加したし， 披保险者1,000人に占める事故. 職
業病数は，1932年に39だったのが，I937年には66に塌

(26)
加した。しかし，そればかりではなく，ライヒ労働管 
理官報告が示すように，根拠のない仮病による病人数 
は，年々増加し，労働者によって，職場移動の手段と 
して広机に利用されていたようである。
(5)労働親律. モラルの低下では相恋らず存続してい 

る。 無断欠勤が広沉に現われ， 鉱菜での"Bummel- 

scliichten" の増加はもちろん，化学工業でさえ;i# 加し 
つつあろという。婦人の就業は不規則であり，鉄 .金  
属業のある企業では，土曜日の婦人労働者の欠勤が多 
いので, 土曜日の操業はやめている。反抗的態度は労 
働者流出を避けるために耐え忍ばれてもいるし，公然 
たる反抗に至る場合もある。

第 5節 ‘結論的考察

、
ナチ国家指導部は，すでに1933年 4 月 4 日に，ぽ軍 

備の本格的な推進と, ぼ-まIt傭を助政統制から解除する

注(24)前搞のま(3)参照。
( 2 5 )注(1{̂ ®: Mason : Dok. 147, S. 847-848 ； Dok. 136, S. 787-791.注 ② ；Mason : Dok. 150, S. 860-864； 

Dok‘ 137, S. 792-794,往(1§■•③；Mason •. Dok. 156, S. 943-945, 948-950, S. 952-953.

(26) Richard Grunberger, A Social History of the Third Reich, London 1971,p, 247-248.
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ことを決定していtS ) かかる軍事的再軍備の展開によ 
って，1936年夏には，前稿で示したように，鉄 •金®  

業，建設業における琪門労働力不足事態に至った。 
1936年10月のいわゆるr四力年計画」を転機に，ナチ 

ス経済政策は，束方の生存園粮得をめざす帝国主義的 
拡張の手段と化し，それによって，経済的再軍備•戦 
♦ 準備が本格的に推進されることになった。

ナチス経济政策のかかる転換に対^̂ 、して，労働政策 
は，まず, [ 労働市場への意図としての間接的統制j 

という性格をもち，1938年 6 月以陈は，一方において
•■部 分 的 労 務 義 務 制 他 方 に お い て r賃金構成令J 

として，[労働市場への意図としての直接的統制J と 
いう性格をもつに至った。 ！■部分的労務義務制J は， 
さらに1939年2 月には， 「全般的労務義務制J として， 
職場移動制限と結合されるに至った。

かかる意図としての3 強制的. 統制的な労働政策 
の転回に，5P需*基幹部門の飛躍的拡大,それに対■する 
労働力の重ぶびね？}編成といb 統計上の成果を直接的に 
対応させることによって，ナチス.ドイツの統制経済 
,全体主義的経済体制の像を抽出することが，いかに 

ナチス. ドイツの像をゆがめることになるかは，本稿 
の実態分析が明確にポすところである。一方で，意因 
として，労働力の再軍備志向の重点的W 編成が存在し， 
他方で，結来として，統計に現われるかぎりでの労働 
力の重点的• 镇中的配置が蒋在したことは明らかであ 
る。しかし，その労働力配分の実態をみれぱ，結果と 
してのこの労働力の染中的配置は, ナチス，ドイツの 
経済的再SJi倘遂行にとっ '1：は全くポ充分であることが 
確認できる。ナチス. ドイツの経済的再軍備の遂行は， 
労働力不足，とりわけ車門労働力不足を激イ匕させ，そ 
のために導入された労働配置政策，中でも特に労務義 
務制専門労働力不足现象をさらに深刻化させた。 
かかる勉E は，意図としては，資本と労働の個別的契 
約開係に国家的制限を加えるものであったとはいえ， 
現实においては， 個別資本と労働者との個別的樊約

にもとづく，個々バラバラの，無！!‘画的な労働力確保 
が進行していたのである。かかる無fl•画性は，貴金收 
入の無it画的な上昇をもたらし，これらは共に，経济 
的再単備. 戦争準備遂行を阻害するものとなっていた 
し， 軍僻の経済的基盤の弱体化をもたらすものであ 
った。その意味では，経済的^9軍 備 • 戦争準備遂行手 
段という特質をもつ労働力政策は，ナチ国家指導部の 
本来の意図からすれぱ破線したといえよう。基本的 
には，ナチス. ドイツ経済体制の再取備構造への構造 
的転換が，かかる構造的脆弱性を結実させたと同時に， 
他方では, T . ,メイソンがいうように,かかる脆弱性 
は， T包括的な経済的危機Jをも意味していたのである。

それぱかりではなく，労働規律の低下，労働意欲の 
低下，あるいは消極的抵抗,という様々な形態での労 
働者の反応が示すように，労働者大衆を政治的. イデ 
ォロギ一的に教ま.統 合 • 動員するというナチ国家指 
導部の意因，それゆえまた，ナチス労働者政策の意図 
は，破続したといえよう。ここに，労働意欲•労働能 
率を上昇させるために，個別資本家が物的譲歩を行な 
い，D A F が社会政策の領域に介入し，さらにはゲシュ 

タポヵ企寒内活動を活発化させる条件がさらに一層強 
化されることになも。しかし同時にそれは，かかる諸 

.方策が労働者大衆をナチス体制に組込みえなかっこと 
をも意味している。すなわち，かかる事態は，諸権力 
集団間の権力対抗.対立を表現するぱかりでなく，.労 
働者大衆とナチス体制との社会的矛盾をも示している 
のである。

先の包括的な経済的危機と社会的矛盾双方を内に含 
んだ以上のような事熊，すなわち，一方で再軍備の経 
済的iy盤の脆弱性，他方で労働者大衆のイデォロギー 
的励員の欠如は，•■旧内的危機j CIoHcre Kdse")を呈 
示しているといえよう。まさにここに，第;！次世界大 
戦勃発= 突入の内政上の社会史的原因の最も重要な要 
因がある。

• (唆應義塾大学大学院経済学研究料博-上課程D .

注( 2 7 ) 大;̂ 通義教授の論説をま照。 rヒットラー* lig防軍* 会 tl'梭あ院J 学会想誌J 69卷6"^, (1976年6 月），m  

三'ホ国における予算政策J 同70卷3ぜ （1977；f|L6月)。 •
(28) (29) Timothy W. Mason, "Imiere Kriso und Angriffskrieg 1938/1939’,，in ： Wirtschaft tind Rustung 

am_ Vorabend des Zweiten Wettkricges, hrsg. v. Friedrich Forstmeyer/Hans-Erich Volkmann, 

Dusseldorf 1975； ders, Soziatpolitik hn Lhitten. lieich, Opladen 1977,

' ~~~-118 (420)---


